
（別紙１）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく競争入札に係る情報の公表（工事）

備　考

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の
区分

応札・応
募者数

独立行政法人国立病院機構横浜医
療センター非常用自家発電機等整備
工事実施設計、工事監理業務委託

横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.4.17
株式会社　内藤建築事務所東
京事務所
東京都中央区八丁堀3-12-8

一般競争入札 - 4,290,000          - - - - -

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注２）公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

契約金額（円）
落札率
（％）

公益法人の場合

工事の名称、場所、期間及び種別 経理責任者の氏名、名称及び所在地
契約を締結した

日
契約の相手方の氏名及
び住所

一般競争入札・指
名競争入札及び
公募型企画競争
の別

予定価格（円）



（別紙２）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の
区分

応札・応
募者数

検査試薬　施設入札（285品目）
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.6.30
アズサイエンス株式会社
神奈川県大和市澁谷6-1-4

一般競争入札 - 20,475,439       - - - - -

検査試薬　施設入札（285品目）
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.6.30
株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲二丁目7番15号

一般競争入札 - 1,787,643        - - - - -

検査試薬　施設入札（285品目）
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.6.30
尾崎理化株式会社　横浜営業所
神奈川県横浜市緑区鴨居町2490番地

一般競争入札 - 7,180,228        - - - - -

高速カラー印刷機賃貸借　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.21
三菱電機クレジット株式会社
東京都品川区大崎一丁目6番3号

一般競争入札 - 3,300,000        - - - - -

医薬品（2品目）　施設入札
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.26
株式会社バイタルネット　東京支店
東京都世田谷区弦巻一丁目１番１２号

一般競争入札 - 2,292,547        - - - - -

ペーパレス会議用タブレット端末　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.30
ジャパンメディアシステム株式会社
東京都千代田区外神田２－１４－１０

一般競争入札 - 3,600,850        - - - - -

検査試薬　施設入札（163品目）
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.31
尾崎理化株式会社　横浜営業所
神奈川県横浜市緑区鴨居町2490番地

一般競争入札 - 1,749,946        - - - - -

消火器　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.8.6
浦野工業株式会社
東京都豊島区池袋3-51-13

一般競争入札 - 1,694,000        - - - - -

検査試薬　施設入札（153品目）
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.8.31
尾崎理化株式会社　横浜営業所
神奈川県横浜市緑区鴨居町2490番地

一般競争入札 - 1,130,733        - - - - -

検査試薬　施設入札（153品目）
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.8.31
株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲二丁目7番15号

一般競争入札 - 1,469,507        - - - - -

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注２）公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

契約金額（円）
落札率
（％）

公益法人の場合

備　考物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地
契約を締結し

た日
契約の相手方の氏名及び住所

一般競争入札・
指名競争入札及
び公募型企画競
争の別

予定価格（円）



（別紙３）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の
区分

応札・応
募者数

（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注３）公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

備　考

（注１）「再就職の役員の数（人）」欄については、厚生労働省の所管公益法人（民法第３４条の規定に基づき設立された法人）
　　　に機構の常勤役職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数を記載すること。

公益法人の場合

工事の名称、場所、期間及び種別 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の氏名及
び住所

随意契約によることとし
た理由及び会計規程等
の根拠条文

予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

（人）



（別紙４）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の
区分

応札・応
募者数

２方向透視X線テレビ装置　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.4.15
株式会社　ＭＭコーポレーション
東京都文京区本郷３－４－６

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 45,650,000      - - - - - -

新型コロナ感染対策　西２病棟（Covid-19
専用病棟）清掃業務委託

横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.4.30
高橋興業株式会社
茨城県土浦市大町12番1号

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 1,576,850        - - - - - -

東６～７系統　給油ポンプユニット（PHW-2-
1）修理　一式

横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.5.11
株式会社　中村商会
神奈川県横浜市瀬谷区南台1-41-
11

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 1,259,500        - - - - - -

検査試薬　施設入札（不落分164品目　緊
急随契）

横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.6.30
株式会社スズケン　磯子支店
神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目
21-25

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 1,835,724        - - - - - -

検査試薬　施設入札（不落分164品目　緊
急随契）

横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.6.30
東邦薬品株式会社　神奈川営業部
神奈川県横浜市緑区鴨居町2490番
地

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 3,612,227        - - - - - -

ベッドサイドモニタ用送信機　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.6.30
株式会社　ＭＭコーポレーション
東京都文京区本郷３－４－６

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第5項

- 1,425,600        - - - - - -

車椅子アイソレーター　二式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.8
株式会社アズサイエンス
神奈川県大和市渋谷6-1-4

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第5項

- 1,415,000        - - - - - -

紫外線照射装置　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.9
株式会社MMコーポレーション
東京都文京区本郷３丁目４番地６号

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 29,700,000      - - - - - -

喉頭鏡（救急用）　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.9
株式会社MMコーポレーション
東京都文京区本郷３丁目４番地６号

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 2,750,000        - - - - - -

人工呼吸器（ICU病棟　成人用）　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.9
株式会社MMコーポレーション
東京都文京区本郷３丁目４番地６号

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 22,500,000      - - - - - -

超音波内視鏡診断システム　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.9
株式会社MMコーポレーション
東京都文京区本郷３丁目４番地６号

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 11,000,000      - - - - - -

人工呼吸器（一般病棟　成人用）
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.9
株式会社八神製作所
愛知県名古屋市中区千代田2丁目16
番30号

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 28,512,000      - - - - - -

人工呼吸器（救急搬送用）
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.9
株式会社八神製作所
愛知県名古屋市中区千代田2丁目16
番30号

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 2,750,000        - - - - - -

人工呼吸器（新生児・小児用）
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.9
株式会社八神製作所
愛知県名古屋市中区千代田2丁目16
番30号

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 2,453,000        - - - - - -

備　考

公益法人の場合

物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の氏名及び
住所

随意契約によることとし
た理由及び会計規程等
の根拠条文

予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

（人）



（別紙４）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の
区分

応札・応
募者数

備　考

公益法人の場合

物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の氏名及び
住所

随意契約によることとし
た理由及び会計規程等
の根拠条文

予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

（人）

血管連続撮影装置（アンギオ装置）　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.7.20
株式会社フィリップス・ジャパン
東京都港区港南二丁目１３番３７号
フィリップスビル

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 168,740,000    - - - - - -

病棟用超音波式ネブライザー　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.8.10
株式会社　ＭＭコーポレーション
東京都文京区本郷３－４－６

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第5項

- 1,430,000        - - - - - -

体外循環用血液学的パラメータモニタ　一
式

横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.8.23
株式会社　ハートライフ
東京都世田谷区宮坂３－１２－１７

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 6,820,000 - - - - - -

微量血液凝固測定器　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.8.23
株式会社　ハートライフ
東京都世田谷区宮坂３－１２－１７

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第4項

- 1,936,000        - - - - - -

シリンジポンプ調達　一式
横浜市戸塚区原宿3-60-2
国立病院機構 横浜医療センター
院長　鈴木　宏昌

R3.8.23
株式会社　ＭＭコーポレーション
東京都文京区本郷３－４－６

独立行政法人国立病院機構会
計規定52条第5項

- 1,089,000        - - - - - -

 （注１）「再就職の役員の数（人）」欄については、厚生労働省の所管公益法人（民法第３４条の規定に基づき設立された法人）　　　に機構の常勤役職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数を記載すること。

（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注３）公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。


